
 国民健康保険 
療養費等国庫負担金減額調整とは 

 
【現物給付する市町村に対し、国が国保国庫負担を減額】 
○ 医療費助成制度には、償還払い方式と現物給付方式があります。市町村が現物給付方式で助成す

ると、国は国民健康保険療養費等国庫負担金を減額します。また、対象年齢拡大と引き換えに、

市町村が自己負担を導入する理由の一つにもなっています。 

償還払い方式 医療機関窓口で２割または３割の自己負担を支払い、後日、申請により助成さ
れる分の償還を受ける方法 

現物給付方式 医療機関窓口で２割または３割の自己負担を支払わなくてよい方法 
○ 国は、現物給付方式にすると医療機関に受診する患者数が増える（波及増といいます）と解釈し、

増えた医療費については、国庫負担を減額するという仕組みです。医療機関窓口で徴収する額に

応じて減額調整率が決められています。 
○ ３歳未満児の場合、通院１回 500 円（月２回限度）負担では、実際には医療費の１割強の負担率

（医科：１０．２２％、歯科１１．０２％）となり、減額調整率が緩和されます。 

 

【減額調整の方法】 

○ 減額調整率は、医療機関の窓口で徴収する額に応じ次のように定められています。 

                               （一部を抜粋） 

窓口負担 「０」 「１割相当」 償還制度 

３歳未満 ０．８６１１ ０．９３４９ １．００００ 
減額調整率 

３歳以上 ０．８４２７ ０．９１５３ １．００００ 

※ 2008 年４月以降は就学前まで２割負担となるため、2008 年４月以降は、上記「３歳未満」

→「就学前」に、「３歳以上→「就学以降」に変更される予定です。 

○ 減額調整率は、調整対象医療費（波及増）を算出する際に用いられます。 

計算例（３歳未満。現物給付で医療費が 1,000 万円要した場合） 

 現物給付に係る医療費（1,000 万円）×（１－0.8611）＝139 万円（調整対象医療費＝波及増）

 （解説） 法律通り窓口で２割負担を徴収すれば、医療費は 1,00 万円ではなく、861 万円（1,000

万円－139 万円）だったはずであり、窓口無料にしたため 139 万円余分にかかった。従

って、139 万円分については国庫負担を出さない、というわけです。 

○減額される国庫負担額は、次のようになります。 

国庫負担額計算例（上記の例で） 

 139 万円（調整対象医療費＝波及増）×0.78（国保実効給付率）×0.5（国庫負担割合） 

    ＝54 万 2,100 円 

 

＜参考：自動給付方式（償還払いの変種）＞ 

 長野県、奈良県では、「自動給付方式」が導入されました。これは、窓口では一部負担金を支払

いますが、申請した口座に数ヵ月後に自動的に償還される仕組みです。これも、国庫負担の減額調

整を回避する苦肉の策となっていますが、窓口でいったん自己負担分を支払うことには変わりませ

ん。 


